
京都市交通局における市内中小企業振興の取組について 

 

１ 市内発注について 

京都市交通局（以下，「当局」という。）では，京都市公契約基本条例において，地域経

済の活性化及び雇用の創出，地域コミュニティの維持・発展等のためには、市内中小企業

の持続的な発展が不可欠であることに鑑み，当局が行う工事や物品の調達等は，政府調達

に関する協定の対象となる契約や，地下鉄関係の特殊な技術力や専門性を要する契約など

特別な事情がある場合を除いて，市内中小企業に発注することとしています。また，市内

中小企業に限定した発注が困難な場合であっても，共同企業体方式や分離分割発注を活用

して，市内中小企業の受注機会の増大を図ることとしています。 

 ○ 京都市公契約基本条例（抄） 

（基本方針） 

第２条 公契約に関する施策は、次に掲げる基本方針に基づき，推進されるものとする。 

⑴ 地域経済の活性化及び雇用の創出を図るとともに，地域コミュニティの維持及び発展並び

に地域における防災の体制及びその能力の維持及び向上を図ることにより、本市が将来にわ

たって，活力に満ちた，人と人とが支え合う安心・安全なまちであり続けるためには、市内

中小企業の持続的な発展が不可欠であることに鑑み、市内中小企業の受注等の機会の増大を

図ること。 

  （以下略） 

第２章 市内中小企業の受注等の機会の増大 

（市内中小企業への発注） 

第６条 本市は，法令上の制限がある場合，専門的な能力を有する者に発注する必要がある場合

その他特別の事情がある場合を除き，市内中小企業へ発注するよう努めるものとする。 

（市内中小企業の受注等の機会の増大） 

第７条 本市は，市内中小企業に限定した発注を行うことが困難な場合においても，事業者が共

同して受注する方式を採用し，その構成員に市内中小企業を加えるよう求める取組，経済的合

理性に配慮し，及び公契約の適正な履行及び履行の水準を確保したうえで発注する単位を分離

し，又は分割する取組等を行うことにより，市内中小企業が公契約を受注し，又は公契約に参

画することができる機会の増大に努めるものとする。 

 

２ 下請契約・再委託契約の締結に当たってのお願い 

京都市公契約基本条例において，受注者及び下請負者等（再委託先を含む。）は，下請等

契約における市内中小企業の活用や市内産材等の使用に努めることとしています。 

 ○ 京都市公契約基本条例（抄） 

（下請等契約） 

第８条 受注者及び下請負者等（以下「受注者等」という。）は，市内中小企業と下請等契約を締

結するよう努めるものとする。 

（本市の区域内において生産された物等の使用） 

第９条 受注者等は，公契約の履行に当たっては，本市の区域内において生産され，又は製造さ

れた物を使用するよう努めるものとする。 



 

 ⑴ 工事 

   下請施工を必要とするものについては，京都市公契約基本条例の趣旨を御理解いただ

き，次の点に御協力をお願いします。 

ア 下請施工については，できる限り地元中小企業となるよう努めてください。 

イ 施工に必要な各種の建設資材，建設機械等の購入又はリースについてもできる限り

地元中小企業を利用してください。  

ウ 下請業者に，二次以降の下請契約についても，契約の相手方は市内中小企業となる

よう努める旨お伝えください。 

 

 

 ⑵ 物品等 

   業務の再委託を必要とするものについては，京都市公契約基本条例の趣旨を御理解い

ただき，次の点について御協力をお願いします。 

ア 再委託先については，できる限り地元中小企業となるよう努めてください。 

イ 各種の物品の購入等についても，できる限り地元中小企業を利用してください。 

ウ 再委託先業者に，再々委託を行う場合についても，契約の相手方は市内中小企業と

なるよう努める旨お伝えください。 

 

 

３ 市内中小企業の受注機会の拡大のための取組の紹介 

⑴  工事請負契約約款及び入札公告への記載 

 下請契約並びに資材及び原材料の購入契約には市内中小企業を選定するよう努めな

ければならないことを工事請負契約約款及び入札公告に明記しています。 

 

京都市交通局工事請負契約約款 

（下請負人等の選定） 

第７条の２ 乙は，下請契約を締結する場合には，当該契約の相手方を京都市内に本店を有

する中小企業の中から選定するよう努めなければならない。 

２ 乙は，工事に係る資材，原材料の購入契約その他の契約を締結する場合には，当該契約

の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めなければならな

い。 

 

入札公告 

 下請契約を締結する場合には，当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中

から選定するように努めること。また，工事に係る資材，原材料の購入契約その他の契約を

締結する場合には，当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定する

よう努めること。 

 

 



 ⑵ 仕様書への記載 

   工事の仕様書において，「本工事の施工に当たっては，可能な限り本市に本店を有する

事業者から資材及び労務等の調達に努めること。」と明記しています。 

 

 ⑶ 工事の下請契約に市外業者を選定した場合の理由書の提出 

   工事の下請契約において，市外業者を選定した場合には理由書の提出をお願いしてい

ます。 

 

 ⑷ 総合評価方式における工事の下請契約への市内業者選定の評価 

  総合評価方式において，工事の下請契約への市内業者選定の評価を行っています。 

 

⑸ 分離分割発注 

  工種ごとに分けて，可能な限り市内中小企業への分離分割発注に努めています。 

 

⑹ 共同企業体方式の活用 

  一定以上の技術力等が必要と考えられる工事について，共同企業体方式により，その

構成員として市内中小企業の参入を可能としています。 

 

⑺ リーフレットの配付 

  当局の公共工事を落札した事業者の方に，下請施工等には可能な限り市内中小企業を

利用していただくことをお願いする旨を記載したリーフレットを配付しています。 


